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創業期から上場直前までの未上場株投資を含む 
国内初の日本株公募投資信託を提供 

～野村アセットマネジメントとジャフコが共同で開発、野村證券にて募集～ 
 
 

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「野村アセットマネジメン

ト」）と野村證券株式会社（代表取締役社長:奥田健太郎、以下「野村證券」）は、クロスオーバー投資（上

場・未上場の垣根を越えた投資）による運用を行う公募投資信託「野村日本新鋭成長株ファンド」（以下

「当ファンド」）を提供します。当ファンドは、創業期から上場直前までの未上場株への投資を含む国内初

の日本株公募投資信託で、野村アセットマネジメントがジャフコ グループ株式会社（代表取締役社長:三
好啓介、以下「ジャフコ」）と共同開発し※、野村證券が2024年8月22日から当初募集を行います。 
 

当ファンドは、上場後10年未満の日本企業をポートフォリオの中心としつつ、ジャフコが運用する日本

の未上場株式に投資する投資事業有限責任組合の持分を一部組み入れて運用します。新規性の高い

ビジネスモデルを有し、業績面でも高い成長が期待できる企業を選別して投資します。 
 
日本政府の「資産運用立国実現プラン」のもと、資産運用ビジネス高度化の一環として、スタートアップ

企業への成長資金の供給促進が望まれています。当ファンドは上場前後で環境が大きく変化する企業

における資金調達の課題解決に寄与すると同時に、これまで限られたお客様しかアクセスできなかった

プライベート・アセットへの投資機会を幅広いお客様に提供します。 
 

野村グループはこれまでも、「パブリックに加え、プライベート領域への拡大・強化」の戦略に基づき、

商品・サービスにおけるプライベート領域への投資機会を拡大してきました。今後も、グループ経営の基

礎となるパーパス「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」のもと、資産運用

立国の実現に向けて、さらなる取組みを進めていきます。 
 
※ 協業の開始については、2024年2月15日付ニュースリリース「未上場株式の公募投資信託組入れに向けジャフ

コ グループと協業を開始」をご参照ください。 

 
 

以 上 
  

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/etc/20240215/nam20240215.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/etc/20240215/nam20240215.pdf
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■当ファンドの投資リスク 
購入・換金に関する留意点 

投資事業有限責任組合（LPS）の持分および未上場株式への投資比率が、運用方針で定める比率に対して高

まったと委託会社が判断した場合等には、ファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止することがあります。

また当該事由が解消しない場合等にはファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止する期間が長期化する場

合があります。 
 

基準価額の変動要因  
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による

損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されて

いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預

貯金と異なります。 
 
株価変動リスク 
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。また、中小型株にも投資を行ないますの

で、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。ファンドは実質的に未上場

株式を組み入れます。未上場株式は流動性が著しく乏しく、価格変動が極めて大きい場合があり、ファンドの基準

価額は大きな影響を受ける場合があります。ファンドが実質的に組み入れる未上場株式は各銘柄の価格が各企業

の個別要因やイベント（デフォルト・上場・Ｍ＆Ａ等）によって大きく変動し、株式市場全体の動きとは値動きの方向

性や変動率が大きく異なる場合があります。 
 
LPSの価格変動リスク 
ファンドはLPSの持分を組み入れます。LPSの持分は流動性が著しく乏しいため、価格変動が極めて大きい場合

があります。そのため、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。 
 
為替変動リスク 
外貨建資産に実質的に投資した場合には為替変動の影響を受ける場合があります。 

＊基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 
 
その他の留意点 
▪ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま

せん。 
▪ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場におい

て市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引で

きないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性

や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。 
▪ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができな

い場合があります。 
▪ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。 
▪ 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる

可能性があります。 
▪ ファンドは、大型株に比べ相対的に市場の流動性が低い中小型株にも投資を行ないますので、ファンドに大量

の資金変動が生じた場合等には機動的に証券を売買できない場合があります。 
▪ 未上場株式等（LPSの持分を含みます。以下同じ。）は流動性が著しく乏しいため、ファンドにおける組入比率を

調整できない場合があります。そのため未上場株式等の組入比率は運用方針として定める比率から乖離する場合

があります。 
▪ 未上場株式等への投資比率が、運用方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合、委託会

社がLPSの持分または未上場株式の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合

等には、ファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止することがあります。また当該事由が解消しない場合等

にはファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。 
▪ ファンドの純資産総額に対する未上場株式等の比率の上昇等により未上場株式等を売却する場合がありま

す。未上場株式等は、ファンドの基準価額算出に際して採用する評価価格で実際に売却できることは保証されてお

らず、またLPSの持分の譲渡は、無限責任組合員の事前の書面による承諾が得られる場合に限られるなど、出資

金の回収手段が制約される可能性があります。未上場株式等を評価価格と比較して低い価格で売却した場合には

基準価額は大きな影響を受ける場合があります。 
▪ ファンドが実質的に行なう未上場企業への投資には、特有のリスクが存在します。未上場企業は、上場企業に

比べ、一般に倒産可能性、財務体質の不安定性、人的資源・経営資源の制約、研究・開発能力の限界等を含むリ
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スクや不確実性が高く、国内外の経済情勢や景気の動向及び投資先事業者等やその顧客の属する業界の動向

や競争状況の影響を受けやすいという特徴があります。当初の計画通りに事業が進捗せず、財務状況が悪化した

結果、他社への事業売却、倒産等に至り、投資資金が全く回収できない場合もあり、また、投資先事業者等の株式

上場や第三者との組織再編、事業売却、M&A等によるEXITが保証されているものではなく、株式上場やM&A等
があった場合であっても、その株式を、投資コストを上回って売却できる保証はありません。さらに、未上場株式

は、上場株式に比べ、発行者情報の正確性が保証されない、流動性が著しく劣る等の制約があるため、未上場段

階で売却を行なう場合には、その価格が投資コストを下回ることがあります。これらの未上場企業への投資に特有

のリスクが顕在化することにより、投資収益に悪影響を及ぼし、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合が

あります。 
▪ ファンドが実質的に組み入れる未上場株式の発行者の業務または財産状況の変化およびそれらに関する外部

評価の変化等が、投資収益に悪影響を及ぼし、基準価額は影響を受ける可能性があります。 
▪ 未上場株式等は、基本的に相対で譲渡する他に換金の手段がなく、また譲渡には一定の制限がある場合があ

ります。そのため、組み入れる未上場株式等の資金化が困難であると委託会社が判断した場合等には、受託者と

合意のうえ、信託期間を6ヵ月間延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日において

も当該事由が解消しない場合も同様とします。 
▪ ファンドの基準価額の算出においては、未上場株式等の評価に際し、原則として基準価額算出日に知り得る直

近の未上場株式等の評価額を参照します。そのため日々の基準価額算出において、未上場株式等が影響を受け

る可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することは困難です。また、原則として、未上場株式等の評価

額は日次で更新されないため、ファンドの基準価額は未上場株式等の評価額の更新時に大きく変動する可能性が

あります。なお、ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表の作成においては未上場株式等の財務諸表

等を作成する時点の評価額を参照するほか、ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表の作成と運用報

告書等に記載されるファンドの基準価額や純資産総額の算出で適用される会計基準が異なるため、両者の数値が

異なる場合があります。 
▪ ファンドが組み入れるLPSにおいて、無限責任組合員の破産、解散等により無限責任組合員が存在しなくなっ

た場合、LPSの清算手続において売却の機会があることまたは投資元本全額を回収できることは保証されておら

ず、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。また新たな無限責任組合員が選任された場合に、

後任の無限責任組合員によりLPSの運用方針が変更され、その結果投資収益に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 
▪ 未上場株式等の組入比率が低い期間または組み入れていない期間においては、ファンドは未上場株式等を運

用方針として定める比率の範囲内で組み入れた場合に期待される投資効果を得られないことが想定されます。ま

た、その結果として、未上場株式等を運用方針として定める比率の範囲内で組み入れた場合と比べてファンドのパ

フォーマンスが悪化する場合があります。 
▪ ファンドが組み入れる未上場株式等の資金化に時間を要することが想定される場合には、ファンドの償還に向

け、十分な時間的余裕をもって当該未上場株式等の組入比率を引き下げることがあります。 
▪ ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて

分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率

を示唆するものではありません。投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況に

よっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は、預

貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少す

ることとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収

益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりま

す。 

 

■当ファンドに係る費用 
・ご購入時手数料 
ご購入代金※に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額 

ご購入代金 ご購入時手数料率 
1億円未満 3.3%（税抜3.0%） 
1億円以上5億円未満 1.65%（税抜1.5%） 
5億円以上 0.55%（税抜0.5%） 

※ご購入代金=ご購入口数×基準価額+ご購入時手数料(税込) 
 
・運用管理費用（信託報酬）  
ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。 
・純資産総額に年1.628%（税抜年1.48%）の率を乗じて得た額 
◆ 下記は、2024年8月2日時点の試算であり、設定日以降、実際のLPSに対する出資約束金額によって変動いた

します。 
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＊ LPSへ支払う管理費用を含めた、実質的にご負担いただく信託報酬率の最大値：年2.178%程度（税込） 
※実質的な信託報酬率の最大値は、運用の基本方針で定めるLPSの持分への投資比率を考慮して現状考えられ

る最大値として保守的に試算した料率であり、ファンドやLPSの運用状況等によっては上振れる可能性があります。

なお、当面の間はジャフコSV6 投資事業有限責任組合、ジャフコSV7-A投資事業有限責任組合およびジャフコ

SV7-B投資事業有限責任組合の持分に投資を行ないますが、委託会社の判断により相対的に管理報酬が高い他

のLPSの持分に投資する場合があります。 
※LPSには別途、成果配分（成功報酬）が発生します。 
 
・その他の費用・手数料  
ファンドの保有期間中に、その都度かかります。（運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すこ

とができません。） 
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 
・外貨建資産の保管等に要する費用 
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 
・ファンドに関する租税                                                     等 
 
・信託財産留保額（ご換金時） 
1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 
 
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。なお、当社は本日、関東財

務局への当ファンドの届出を完了しています。 
 
■当資料について 

当資料は、ファンドのご紹介を目的として作成したものです。 
当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するもので

はありません。 
当資料中の記載事項は、すべて当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。 
当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。 
お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認の上、ご

自身でご判断ください。 
 
 
委託会社 商号:野村アセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第373号 
加入協会 一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般

社団法人 第二種金融商品取引業協会 
販売会社 商号:野村證券株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第142号 
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金

融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 
 


